
 

 

 

特定証券情報 

 

【表紙】 

【公表書類】 特定証券情報 

【公表日】 平成２９年２月１７日 

【発行者の名称】 マスミューチュアル生命保険株式会社 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井本 満 

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目１番１号 

【電話番号】 03-6368-7330 

【事務連絡者氏名】 財務企画部 部長 城島 高明 

【有価証券の種類】 社債 

【有価証券の発行価額又は売付け価額の総額】金５,５００百万円 

【取引所金融商品市場等に関する事項】  当社は、マスミューチュアル生命保険株式会社第６回

利払繰延条項付無担保永久社債（劣後特約付・特定投

資家限定）を、平成２９年２月２７日にＴＯＫＹＯ 

ＰＲＯ―ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔへ上場する予定であ

ります。 

振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

【公表されるホームページのアドレス】 http://www.jpx.co.jp/equities/products/tpbm/annou

 ncement/index.html 

【有価証券報告書の提出状況】  当社は本特定証券情報の公表日時点において、有価証

券報告書を提出しておりません。 

【投資者に対する注意事項】 

 

１ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ―ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上

場債券は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ―ＢＯＮＤ

 Ｍａｒｋｅｔの上場債券の発行者に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の

変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、特定証券

情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。 

 

２ 特定証券情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法第２１条第１項第１

号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）をいう。）

は、特定証券情報のうち重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは

誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、金融商品取引法第

２７条の３３において準用する金融商品取引法第２１条第１項第１号及び金融商品取引法第２７条の

３４において準用する金融商品取引法第２２条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、

情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有

価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知ってい

たときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知

らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上

記賠償責任を負いません。 

 

３ ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ―ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分にお

いて日本の一般的な取引所金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。投資者

は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられるＴＯＫＹＯ ＰＲＯ―ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔに

係る諸規則に留意する必要があります。 

 

４ 東京証券取引所は、特定証券情報の内容（特定証券情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべ

き事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという

点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠



 

 

償責任その他の一切の責任を負いません。 

 

５ マスミューチュアル生命保険株式会社第６回利払繰延条項付無担保永久社債（劣後特約付・特定投

資家限定）（以下「本社債」といいます。）を取得しまたは買い付けた者は、その取得しまたは買い

付けた本社債を、特定投資家等以外の者に譲渡することはできません。ただし、①当社もしくは当社

の特定役員（金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第１１条の２第１項第２号ハに

定める特定役員をいいます。）若しくはその被支配法人等（同条第３項に定める被支配法人等をいい

ます。ただし、当社を除きます。）に対して譲渡する場合、または②当社の総株主等の議決権（金融

商品取引法第２９条の４第２項に規定する総株主等の議決権をいいます。）の１００分の５０を超え

る議決権に係る株式もしくは出資を自己もしくは他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する

場合には、本社債を特定投資家等以外の者に譲渡することができます。 

 

 

  



 

 

第一部【証券情報】 

 

第１【特定投資家向け取得勧誘の要項】 

 

１ 【新規発行社債】 

銘柄 
マスミューチュアル生命保険株式会社第６回利払繰延条項付

無担保永久社債（劣後特約付・特定投資家限定） 

記名・無記名の別 － 

券面総額又は振替社債の総額（円） 金５,５００百万円 

各社債の金額（円） １億円 

発行価額の総額（円） 金５,５００百万円 

発行価格（円） 各社債の金額１００円につき金１００円 

利率（％） 

（1）平成２９年２月２４日の翌日から平成３４年２月２４日

まで 

 年１.４２％ 

（2）平成３４年２月２４日の翌日から平成３９年２月２４日

まで 

 別記「利息支払の方法」欄第２項の規定に基づき定め

られるロンドン銀行間市場における６ヶ月ユーロ円ライ

ボーに１.５０％を加算したものとする。 

（3）平成３９年２月２４日の翌日以降 

 別記「利息支払の方法」欄第２項の規定に基づき定め

られるロンドン銀行間市場における６ヶ月ユーロ円ライ

ボーに２.２５％を加算したものとする。 

利払日 毎年２月及び８月の各２４日 

利息支払の方法 

１．利息支払の方法及び期限 

（1）利息支払の方法 

①本社債の利息は、払込期日の翌日からこれをつけ、平成

２９年８月２４日を第１回の支払期日としてその日まで

の分を支払い、その後毎年２月及び８月の各２４日（以

下「支払期日」という。）にその日までの前半か年分を

支払う。ただし、払込期日の翌日から平成３４年２月２

４日までの間において半か年に満たない利息を計算する

ときは、その半か年間の日割をもってこれを計算し、円

位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 

②本号①の規定にかかわらず、平成３４年２月２４日の翌

日以降の本社債の利息を計算するときは、本社債の各社

債権者が各口座管理機関（別記「振替機関」欄記載の振

替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。）に保

有する各社債の金額の総額に、別記「利率」欄第（2）号

及び第（3）号の規定に基づき決定される利率に当該支払

期日の直前の支払期日の翌日から当該支払期日までの期

間（以下「利息計算期間」という。）の実日数を分子と

し３６０を分母とする分数を乗じて得られる値（小数点

以下第１３位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨

てる。）を乗じることによりこれを計算し、円位未満の

端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 

③利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたる

ときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

④本社債の利息の支払については、本項のほか、別記

「（注）４.劣後特約」に記載の劣後特約に従う。 

（2）利払の停止 



 

 

①利払の任意停止 

当社は、その裁量により、ある支払期日の２０営業日前

の日から１０営業日前の日までの期間（以下「任意停止

公告通知期間」という。）に、別記「（注）10.公告の方

法」に定める公告もしくはその他の方法により本社債の

社債権者（以下「本社債権者」という。）に対し通知を

行うことにより、当該公告もしくは通知に係る支払期日

における本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延

べることができる（当該繰延べを「任意停止」といい、

任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意

停止金額」という。）。ただし、当該支払期日に先立つ

６ヶ月前の日から当該公告または通知を行う時点までに

強制支払事由（下記②に定義する。）が発生している場

合には、当該公告または通知を行うことはできない。な

お、任意停止金額に対する利息は付さない。 

②強制支払 

本号①の規定にかかわらず、ある支払期日に先立つ６ヶ

月間において、強制支払事由（下記（ⅰ）に定義す

る。）のいずれかが生じた場合は、当社は、金融庁の事

前の承認の取得（かかる承認が必要な場合に限る。）そ

の他その時点において適用のある規制上の要件を充足し

たうえで、当該支払期日（当該支払期日に係る任意停止

公告通知期間において本号①に基づく公告または通知が

行われている場合、または強制支払事由が当該支払期日

の１０営業日前の日の翌日以降に発生した場合には、そ

の次の支払期日）に、未払残高（別記「償還の方法」欄

第（1）号に定義する。）（もしあれば）の支払ととも

に、当該支払期日（当該支払期日に係る任意停止公告通

知期間において本号①に基づく公告または通知が行われ

ている場合、または強制支払事由が当該支払期日の１０

営業日前の日の翌日以降に発生した場合には、その次の

支払期日）に係る本社債の利息を支払うものとする。当

社は、本号①に基づく公告または通知が行われている場

合で、強制支払事由が生じた場合にはすみやかに、強制

支払事由が生じた旨その他の必要な事項につき、別記

「（注）10.公告の方法」に定める公告もしくはその他の

方法により本社債権者に対し通知を行うものとする。 

(ⅰ)「強制支払事由」とは、下記のア乃至ウのいずれか

の事由をいう。 

ア 当社が当社の株式に関する剰余金の配当（会社法第

４５４条第５項に規定される中間配当及び全額に

満たない配当をする場合を含む。）を行う決議を

したことまたは支払を行ったこと 

イ 同順位劣後債務（下記（ⅱ）に定義する。）につい

て利息の支払を行う決議をしたことまたは支払を

行ったこと（ただし、同順位劣後債務（下記

（ⅱ）に定義する。）の条項に基づき当該支払が

強制された場合を除く。） 

ウ 当社が当社の株式の買取りを行ったこと（ただし、

下記の事由のいずれかによる場合を除く。） 

(a)会社法第１９２条第１項に基づく単元未満株主か

らの買取請求 



 

 

(b)会社法第４６９条第１項、第７８５条第１項、第

７９７条第１項または第８０６条第１項に基づく

反対株主からの買取請求 

(c)会社法第１１６条第１項に基づく反対株主からの

買取請求 

(d)会社法第１５６条、第１６０条または第１６５条

に基づく当社普通株式の取得。ただし、当該取得

した当社株式が当社新株予約権の行使に対する交

付株式として当該取得の日から１ヶ月以内に処分

されなかった場合、当該取得の日において強制支

払事由が生じていたものとみなす。 

(e)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけ

られる事由 

(ⅱ)「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、

（ア）本社債に基づく債権及び別記「（注）４.劣

後特約」（1）②乃至⑤と実質的に同じもしくはこ

れに劣後する条件を付された債権（ただし、別記

「（注）４.劣後特約」（1）④を除き別記

「（注）４.劣後特約」（1）と実質的に同じ条件

を付された債権は、別記「（注）４.劣後特約」

（1）②乃至⑤と実質的に同じ条件を付された債権

とみなす。）に係る債務であり、かつ（イ）本号

と実質的に同じ定めがなされているものをいう。

ただし、本（ア）との関係で、別記「（注）４.劣

後特約」（1）②乃至⑤の条件を適用する場合、別

記「償還の方法」欄第（1）号①第２文は、「な

お、『本社債に優先する債権』とは、本社債に基

づく債権及び支払の請求に関し、別記「（注）４.

劣後特約」（1）②乃至⑤と実質的に同じまたはこ

れに劣後する条件を付された債権（ただし、別記

「（注）４.劣後特約」（1）④を除き別記

「（注）４.劣後特約」（1）②乃至⑤と実質的に

同じ条件を付された債権は、別記「（注）４.劣後

特約」（1）②乃至⑤までと実質的に同じ条件を付

された債権とみなす。）を除くすべての債権をい

う。」と読み替える。 

２．各利息計算期間の適用利率の決定 

①別記「利率」欄第（2）号及び第（3）号に定める本社債

の各利息計算期間に適用される利率は、各利息計算期間

の開始直前の支払期日の２日前（ロンドンにおける銀行

休業日はこれに算入しない。以下「利率基準日」とい

う。）のロンドン時間午前１１時現在のロイターＬＩＢ

ＯＲ０１頁（アイシーイー・ベンチマーク・アドミニス

トレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administrat

ion Limited）が管理する円預金のロンドン銀行間オファ

ード・レート（またはその承継者が管理する当該レー

ト）を表示するロイターのＬＩＢＯＲ０１頁またはその

承継頁をいい、以下「ロイターＬＩＢＯＲ０１頁」とい

う。）に表示されるロンドン銀行間市場における円の６

ヶ月預金のオファード・レート（小数点以下第５位を四

捨五入する。以下「６ヶ月ユーロ円ライボー」とい

う。）に別記「利率」欄第（2）号及び第（3）号に定め



 

 

る所定のスプレッドを加算したものとし、各利率基準日

の翌日（東京における銀行休業日にあたるときは、その

翌日。以下「利率決定日」という。）に当社がこれを決

定する。 

②ある利息計算期間に適用される利率の利率基準日に、６

ヶ月ユーロ円ライボーがロイターＬＩＢＯＲ０１頁に表

示されない場合もしくはロイターＬＩＢＯＲ０１頁が利

用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会

銀行（ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当

社が指定する銀行４行をいい、以下「利率照会銀行」と

いう。）の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロン

ドン時間午前１１時現在にロンドン銀行間市場において

それらの利率照会銀行が提示していたロンドンの主要銀

行に対する円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下

「提示レート」という。）の提示を求め、その平均値

（上位及び下位各２つを除き、算術平均値を算出したう

え、小数点以下第５位を四捨五入する。）を当該利息計

算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。 

③本項②の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会

銀行が２行以上ではあるがすべてではない場合、当該利

息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーは、当

該利率照会銀行の提示レートの平均値（算術平均値を算

出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）とす

る。 

④本項②の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会

銀行が２行に満たない場合、当該利息計算期間に適用さ

れる６ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日の前日

（当該日がロンドンにおける銀行休業日にあたるときは

その前日。）のロンドン時間午前１１時現在のロイター

ＬＩＢＯＲ０１頁に表示された６ヶ月ユーロ円ライボー

とする。 

⑤当社は、財務代理人に本項①乃至④に定める利率確認事

務を委託する。 

⑥当社及び財務代理人は各利息計算期間の開始日から５日

以内（利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行

休業日はこれに算入しない。）に、本項により決定され

た本社債の利率を各本店において、その営業時間中、一

般の閲覧に供する。 

３．利息の支払場所 

別記「（注）13.元利金の支払」記載のとおり。 

償還期限 
定めない。ただし、別記「償還の方法」欄の規定に従い、本

社債の全部を償還する。 

償還の方法 

（1）当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合に、直ちに

残存する本社債の全部（一部は不可）を各社債の金額

１００円につき金１００円の割合で、未払残高の支払と

ともに償還する。なお、「未払残高」とは、各本社債に

関してその時点で残存するすべての任意停止金額（別記

「利息支払の方法」欄第（2）号①に定義する。）をい

う。 

①当社に対する清算手続開始の決定がなされ、当該手続

において、当社の株主に対する残余財産分配の開始に

先立ち支払を受ける権利を有し、本社債に優先する債



 

 

権が、会社法の定めに従い、全額の弁済を受けたこ

と。なお、「本社債に優先する債権」とは、本社債に

基づく債権及び支払の請求に関し、本号及び別記

「（注）４.劣後特約」（1）①乃至⑤と実質的に同じ

またはこれに劣後する条件を付された債権（確定期限

の付されたものを除く。）（ただし、本号④を除き本

号と実質的に同一であり、かつ別記「（注）４.劣後

特約」（1）④を除き別記「（注）４.劣後特約」

（1）と実質的に同じ条件を付された債権は、本号及

び別記「（注）４.劣後特約」（1）①乃至⑤までと実

質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除くす

べての債権をいう。 

②当社に対する破産手続開始の決定がなされ、その破産

手続の 後配当のための配当表（更正された場合は、

更正後のもの。）に記載された配当に加えるべき債権

のうち、本社債に優先する債権が、破産法の定めに従

い、全額の弁済を受けたこと。 

③当社に対する会社更生手続開始の決定がなされ、清算

を内容とする更生計画認可の決定が確定したときにお

ける更生計画に記載された債権のうち、本社債に優先

する債権が、その確定した債権額につき全額の弁済を

受けたこと。 

④当社に対する民事再生手続開始の決定がなされ、清算

を内容とする再生計画認可の決定が確定したときにお

ける再生計画に記載された債権のうち、本社債に優先

する債権が、その確定した債権額につき全額の弁済を

受けたこと。 

⑤当社について、日本法によらない清算手続、破産手

続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ず

る手続が外国において本号②乃至④に準じて行われた

場合。 

（2）本社債の元金は、その全部を金融庁の事前の承認を得た

うえで、平成３４年２月２４日以降に到来するいずれか

の支払期日に、各社債の金額１００円につき金１００円

の割合で、未払残高の支払とともに償還することができ

る。この場合、当社は償還しようとする日より前の３０

日以上６０日以内に必要な事項を別記「（注）10.公告

の方法」に定める公告もしくはその他の方法により本社

債権者に通知する。 

（3）当社は、払込期日以降、税制事由（下記①に定義す

る。）、資本性変更事由（下記②に定義する。）または

資本事由（下記③に定義する。）（以下「特別事由」と

総称する。）が発生し、かつ当該特別事由が継続してい

る場合、金融庁の事前の承認を得たうえで、残存する本

社債の全部（一部は不可）を、償還しようとする日まで

の経過利息を付して、各社債の金額１００円につき金

１００円の割合で、未払残高の支払とともに償還するこ

とができる。 

①「税制事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更

等により、本社債の利息の全部または一部の損金算入

が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講

じてもかかる損金不算入を回避することができない旨



 

 

の意見書を、当社が、日本において全国的に認知され

ており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務

所または税務の専門家から受領した場合をいう。 

②「資本性変更事由」とは、スタンダード＆プアーズ・

レーティング・ジャパン株式会社またはその格付業務

を承継した機関（以下「格付会社」という。）におけ

る本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社

債について、格付会社が認める本社債の発行時点にお

いて想定されている資本性より低いものとして取り扱

うことを決定した旨の公表がなされ、または、書面に

よる通知が当社に対してなされたことをいう。 

③「資本事由」とは、（ⅰ）当社が金融庁その他の監督

当局との協議の結果、本社債が当社のソルベンシー・

マージン比率（下記④に定義する。）の計算におい

て、ソルベンシー・マージン比率（下記④に定義す

る。）上の特定負債性資本調達手段として、資本金、

基金、準備金等の額に算入されなくなるおそれが軽微

でないと当社が判断した場合または（ⅱ）当社が、直

接または間接に、保険監督者国際機構またはその業務

を承継した機関が策定する国際的に活動する保険グル

ープ（Internationally Active Insurance Groups）

に対する国際資本基準（Global Insurance Capital S

tandard）もしくはこれに類似する基準（以下「資本

基準」という。）の適用対象となった場合であって、

当社が資本基準の適用対象となる日の６ヶ月前の日以

降の金融庁その他の監督当局との協議の結果、本社債

が資本基準に定めるTier2資本（資本の分類等の変更

が生じた場合は、これに相当するもの）に係る要件を

満たさなくなるおそれが軽微でないと当社が判断した

場合をいう。いずれかに該当する場合、当社は、資本

事由に該当する旨及びその旨を示す具体的事実（金融

庁その他の監督当局との協議の結果を含む。）を記載

した当社の取締役により署名または記名押印された証

明書を作成する。 

④「ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法（平

成７年法律第１０５号）並びにその下位の政省府令、

告示（平成８年大蔵省告示第５０号を含む。）及び監

督指針などの関連規則に従い計算される、当社の支払

余力比率をいう。 

（4）当社は、前号に基づき本社債を償還しようとする場合、

償還しようとする日より前の３０日以上６０日以下の期

間内に必要な事項を別記「（注）10.公告の方法」に定

める公告またはその他の方法により本社債権者に通知す

る。かかる本社債権者に対する公告またはその他の方法

による通知は取り消すことができない。また、前号①に

定める意見書及び③に定める証明書は、当社の本店に備

えられ、その営業時間中に本社債権者の閲覧に供され、

本社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写

に要する一切の費用はその申込人の負担とする。 

（5）前号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要す

る一切の費用はこれを当社の負担とする。 

（6）本社債を償還すべき日が東京における銀行休業日にあた



 

 

るときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

（7）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、金融庁の事

前の承認を得たうえで、株式会社証券保管振替機構が別

途定める場合を除き、これを行うことができる。 

（8）本社債の償還については、本欄のほか、別記「（注）

４.劣後特約」に定める劣後特約に従う。 

特定投資家向け取得勧誘の方法 特定投資家私募 

申込証拠金（円） 
各社債の金額１００円につき金１００円とし、払込期日に払

込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 

申込期間 平成２９年２月１７日 

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 

払込期日 平成２９年２月２４日 

振替機関 
株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

担保 
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のた

めに特に留保されている資産はない。 

財務上の特約 本社債には財務上の特約は付されていない。 

格付に関する情報 スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社 

（注） 

１．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」とい

う。）第６６条第２号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定め

た社債であり、社債等振替法第６７条第２項に定める場合を除き、社債券を発行することが

できない。 

２．社債管理者の不設置 

本社債には、会社法第７０２条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置され

ていない。 

３．財務代理人、発行代理人及び支払代理人 

株式会社みずほ銀行 

なお、財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本（注）10に定める方法により本

社債権者に通知する。 

４．劣後特約 
（1）本社債の償還及び利息の支払は、本社債の社債要項に別途定められるところに従うほか、

当社につき清算手続開始、破産手続開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続開始
の決定があり、または日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手
続もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行
われる。 

①清算の場合 
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について、清算手続開始の
決定がなされ、かつ当該手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の
効力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

（停止条件） 
当該手続において、当社の株主に対する残余財産分配の開始に先立ち支払いを受ける権利
を有し、本社債に優先する債権が、会社法の定めに従い、全額の弁済を受けたこと。 

②破産の場合 
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決
定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効
力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

（停止条件） 
その破産手続の 後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの。）に記載さ
れた配当に加えるべき債権のうち、本社債に優先する債権が、各中間配当、 後配当、追
加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の
満足（配当、供託を含む。）を受けたこと。 

③会社更生の場合 



 

 

本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始
の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請
求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

（停止条件） 
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のう
ち、本社債に優先する債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。 

④民事再生の場合 
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始
の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請
求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、簡易再生の決定または同
意再生の決定が確定したときは除く。 

（停止条件） 
当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のう
ち、本社債に優先する債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。 

⑤日本法以外による倒産手続の場合 
当社について、日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続また
はこれらに準ずる手続が外国において本（注）４（1）①乃至④に準じて行われる場合、本
社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において（注）４（1）①乃至④に記
載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、
その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の
支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。 

（2）上位債権者に対する不利益変更の禁止 
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼ
す内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またい
かなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、本社債に優先する債
権を有するすべての者をいう。 

（3）劣後特約に反する支払の禁止 
本社債の元利金の支払請求権の効力が、本（注）４（1）①乃至⑤に従って発生していない
にもかかわらず、その元利金の全部または一部が本社債権者に対して支払われた場合には、
その支払は無効とし、本社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。 

（4）相殺禁止 
当社について清算手続開始の決定がなされ、かつ清算手続が継続している場合、破産手続
開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなさ
れ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合（た
だし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定
したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再生
手続の廃止により民事再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したと
きを除く。）、または日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手
続またはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、本（注）４（1）①乃
至⑤にそれぞれ規定されている条件が成就されない限りは、本社債の元利金の支払請求権
を相殺の対象とすることはできない。 

（5）本（注）４（1）の規定により、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続に
おける本社債の元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に
後れるものとする。 

５．期限の利益喪失に関する特約 

本社債権者は、本社債の元利金につき、期限の利益を喪失させることはできない。また、本

社債の社債権者集会では、会社法第７３９条に定める決議を行うことができない。 

６．届出の免除等 

本社債に係る取得勧誘（金融商品取引法第２条第３項柱書に定める取得勧誘をいう。以下同

じ。）が同法第２条第３項第２号ロに掲げる場合に該当することにより、当該取得勧誘に関

し同法第４条第１項の規定による届出は行われていない。 

７．本社債の私募 

本社債の取得勧誘については、①当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び金融商品取引法

第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家以外の者である場合は、金融商品取引業者等

（同法第３４条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。）が顧客からの委託によ

りまたは自己のために当該取得勧誘を行うこと、及び、②本社債がその取得者から特定投資

家等（特定投資家（金融商品取引法第２条第３１項に規定する特定投資家をいう。以下同

じ。）または非居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１項第６号に規定する非居住者を



 

 

いい、金融商品取引法施行令第１条の５の２第１項で定める者に限る。）をいう。以下同

じ。）以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして同条第２項で定める場合に該当する

ことのすべてに該当する場合（金融商品取引法第２条第３項第２号イに掲げる場合を除く。）

にのみ、特定投資家のみを相手方として、行う。 

８．転売制限 

本社債は、特定投資家等以外の者に譲渡することはできないものとする。ただし、①当社も

しくは当社の特定役員（金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第１１条の

２第１項第２号ハに定める特定役員をいう。）もしくはその被支配法人等（同条第３項に定

める被支配法人等をいう。ただし、当社を除く。）に対して譲渡する場合、または②当社の

総株主等の議決権（金融商品取引法第２９条の４第２項に規定する総株主等の議決権をい

う。）の１００分の５０を超える議決権に係る株式もしくは出資を自己もしくは他人の名義

をもって所有する会社に対して譲渡する場合には、本社債を特定投資家等以外の者に譲渡す

ることができる。 

９．告知義務 

当該本社債を金融商品取引法第２３条の１３第３項に規定する特定投資家向け取得勧誘また

は特定投資家向け売付け勧誘等により譲渡する場合には、下記の事項について、予めまたは

同時にその勧誘対象者に対し告知するものとする。 

①当該特定投資家向け取得勧誘または当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し、同法第４条

第１項から第３項までの規定による届出が行われていないこと。 

②本社債が特定投資家向け有価証券に該当し、または該当することとなること。 

③当該特定投資家向け取得勧誘または当該特定投資家向け売付け勧誘等が、特定投資家向け

取得勧誘の場合は当社と本社債の取得勧誘に応じて本社債を取得しようとする者（以下

「取得者」という。）との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、特

定投資家向け売付け勧誘等の場合は、本社債の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等

に応じて本社債の買付けを行おうとする者との間において、本（注）８に規定する事項を

定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として行われること。 

④当該特定投資家向け取得勧誘または当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の有

価証券交付勧誘等について、金融商品取引法第４条第３項、第５項及び第６項の適用があ

ること。 
⑤本社債に係る特定証券等情報（金融商品取引法第２７条の３３に定める特定証券等情報を

いう。以下同じ。）及び発行者等情報（金融商品取引法第２７条の３４に定める発行者等
情報をいう。以下同じ。）は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価
証券上場規程の特例第２１０条及び第２１７条に基づきＴＯＫＹＯ ＰＲＯ―ＢＯＮＤ 
Ｍａｒｋｅｔにより管理されるウェブサイト
（http://www.jpx.co.jp/equities/products/tpbm/issues/index.html またはその機能を
承継したウェブサイト）への掲載を継続して行う方法により公表されていること。 

⑥本社債の所有者に対し、金融商品取引法第２７条の３２の規定により発行者等情報の提供
又は公表が行われること。 

10．公告の方法 
（1）本社債に関して本社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、

当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙
（ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）に掲載する方法で
これを行うものとする。 

（2）当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがある
ときを除き、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを
得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新
聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただし、重複するも
のがあるときはこれを省略することができる。）によりこれを行う。 

11．社債要項の公示 
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供

する。 

12．社債権者集会に関する事項 
（1）本社債及び本社債と同一の種類（会社法第６８１条第１号に定める種類をいう。）の社債

（以下「本種類の社債」と総称する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものと
し、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第７１９条



 

 

各号所定の事項を本（注）１０に定める方法により公告するものとする。 
（2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 
（3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合

計額は算入しない。）の１０分の１以上にあたる本種類の社債を有する本社債権者は、当
社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第８６条第３項に定める書面（ただし、社
債等振替法第６７条第２項に基づき本社債の社債券が発行されている場合は当該社債券。）
を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を
当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。 

13．元利金の支払 

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程そ

の他の規則に従って支払われる。 

  



 

 

２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】 

(１) 【社債の引受け】 

引受人の氏名又は名称 住所 
引受金額 

（百万円） 
引受けの条件 

みずほ証券株式会社 

 

大和証券株式会社 

 

ＳＭＢＣ日興証券株式

会社 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

 

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

 

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

 

２,３００ 

 

１,６００ 

 

１,６００ 

１．本社債の全額に

つき、連帯して

買取引受を行

う。 

２．本社債の引受手

数料は各社債の

金額１００円に

つき金７５銭と

する。 

計 ― ５,５００ ― 

 

(２) 【社債管理の委託】 

該当事項はありません。 

  



 

 

３ 【新規発行による手取金の使途】 

 

(１) 【新規発行による手取金の額】 

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円） 

５,５００ １３７ ５,３６３

 

(２) 【手取金の使途】 

上記の差引手取概算額５,３６３百万円は、全額を一般運転資金として平成２９年３月３１日

までに充当する予定であります。 

 

第２【特定投資家向け売付け勧誘等の要項】 

該当事項はありません。 

 

第３【その他の記載事項】 

１．ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ―ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔへの上場について 

当社は、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事証券

会社として、平成２９年２月２７日に本社債をＴＯＫＹＯ ＰＲＯ―ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔへ

上場する予定であります。 

 

第二部【企業情報】 

 

第１【企業の概況】 

 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

（単位：百万円） 

回次 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

決算年月 2012 年３月 2013 年３月 2014 年３月 2015 年３月 2016 年３月

経常収益 246,221 348,685 369,442 580,661 667,504

経常利益 / 損失（△） △ 4,106 7,255 11,505 18,717 8,832

基礎利益 6,360 15,417 15,113 19,160 20,317

当期純利益 / 損失（△） △ 2,094 4,677 7,033 11,316 4,985

資本金の額 30,519 30,519 30,519 30,519 30,519

発行済株式の総数 174,641 株 174,641 株 174,641 株 174,641 株 174,641 株

総資産 1,550,793 1,706,106 1,908,371 2,275,327 2,571,648

うち特別勘定資産 32,594 34,403 36,979 37,756 33,136

責任準備金残高 1,334,940 1,479,964 1,640,364 1,960,665 2,298,876

貸付金残高 15,640 12,551 12,357 17,051 16,029

有価証券残高 1,225,552 1,398,410 1,624,068 1,974,131 2,264,303

ソルベンシー・マージン

比率 

463.2% 586.2% 540.1% 729.7% 734.9%

従業員数 344 名 343 名 346 名 360 名 385 名

保有契約高（注１） 2,357,349 2,432,347 2,536,621 2,810,438 3,082,347

個人保険 1,494,171 1,518,255 1,580,244 1,716,274 1,755,421



 

 

個人年金保険 863,174 914,088 956,374 1,094,161 1,326,924

団体保険 4 3 2 2 1

団体年金保険保有契約高

（注２） 

1,352 1,278 1,236 1,211 1,199

（注１） 個人保険・個人年金保険・団体保険の各保有契約高の合計です。なお、個人年金保険は、年

金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資（ただし、個人変額年金保険について

は保険料積立金）と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものです。 

（注２） 責任準備金の金額です。 

 

 

２ 【事業の内容】 

当社の主要な業務の内容は、次のとおりです。 

生命保険業 

・生命保険の引き受け 

・保険料として収受した金銭その他資産の運用 

［当社の事業は、生命保険業の単一セグメントとなっております。］ 

 

３ 【関係会社の状況】 

 

名称 住所 

資本金 

又は 

出資金 

主要な事業 

の内容 

議決権の 

所有 

（又は被所有） 

割合 

関係内容 

（親会社） 

マスミューチュアル・

インターナショナル・

エルエルシー 

アメリカ合衆国 

マサチューセッツ州

スプリングフィール

ド ステートストリ

ート 1295 

905 百万

米ドル

金融持株会社

業務 

被所有 

90.5％
経営に参画

役員の兼任

 

第２【経理の状況】 

【財務諸表等】 

 

  



 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

第三部【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】 

平成２８年３月３１日現在 

有価証券の名称等 発行済株式総数又は残額 概要 

普通株式 174,671株 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない

当社における標準となる株式  

単元株式数は１００株 

第１回期限前償還条項付

無担保社債（劣後特約

付・適格機関投資家限定

分付少人数私募） 

35億円 

他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の

特約が付された劣後特約付社債であります。 

第２回利払繰延条項付無

担保永久社債（劣後特約

付・適格機関投資家限定

分付少人数私募） 

108億円 

第３回利払繰延条項・期

限前償還条項付無担保社

債（劣後特約付・適格機

関投資家限定分付少人数

私募） 

101億円 

第４回利払繰延条項付無

担保永久社債（劣後特約

付・適格機関投資家限定

分付少人数私募） 

112億円 

第５回利払繰延条項付無

担保永久社債（劣後特約

付・適格機関投資家限定

分付少人数私募） 

176億円 

 

第四部【発行者の保証会社の情報】 

 

該当事項はありません。 

 

 

 


